
所
沢
市
の
面
積
が
72
・
11
㎢
に
変
更

所
沢
市
の
面
積
が
、
計
測
方
法
の
変
更

に
伴
い
、
72
・
11
㎢
（
従
来
71
・
99
㎢
）

に
な
り
ま
し
た
。
面
積
の
変
更
は
、
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
が
平
成
27
年
３
月
６

日
付
け
で
公
表
し
た
26
年
全
国
都
道
府
県

市
区
町
村
別
面
積
調
に
よ
る
も
の
で
す
。

問
文
書
行
政
課
☎
２
９
９
８

-

９
０
４
３

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
制
度

20
歳
以
上
の
学
生
で
、
本
人
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
、
在
学
中
の
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

猶
予
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

に
必
要
な
期
間
に
数
え
ら
れ
ま
す
が
、
年

金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

年
金
額
を
増
額
す
る
た
め
に
、
過
去
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
納
付（
追
納
）

で
き
ま
す
。
承
認
を
受
け
た
年
度
の
翌
年

度
か
ら
数
え
て
３
年
度
目
以
降
に
保
険
料

を
追
納
す
る
場
合
に
は
、
猶
予
期
間
の
保

険
料
に
一
定
額
を
加
算
し
ま
す
。

◎
申
請
は
年
度
ご
と
に
必
要
で
す
。
納
付

の
時
効
を
迎
え
て
い
な
い
期
間
は
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

申
年
金
手
帳
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明

書
（
コ
ピ
ー
可
）
を
持
参
の
上
、
市
役

所
１
階
市
民
課
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ

ー
（
並
木
を
除
く
）
、
所
沢
駅
・
狭
山

ケ
丘
・
小
手
指
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
へ

直
接

◎
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
、
代
理
人
の
印

鑑
お
よ
び
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

問
市
民
課
（
国
民
年
金
担
当
）

　

☎
２
９
９
８

-

９
０
９
５

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
発
送

◆
固
定
資
産
税
と
は

毎
年
１
月
１
日
現
在
、
固
定
資
産
（
土

地
、
家
屋
、
償
却
資
産
）
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

◆
都
市
計
画
税
と
は

毎
年
１
月
１
日
現
在
、
市
街
化
区
域
に

所
在
す
る
固
定
資
産
（
土
地
、
家
屋
）
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
都
市
計
画
法

に
基
づ
い
て
行
う
都
市
計
画
事
業
や
土
地

区
画
整
理
事
業
に
充
て
る
目
的
税
で
す
。

◆
納
め
る
人
は

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
固
定
資
産
の
所

有
者
が
そ
の
年
度
の
納
税
義
務
者
と
な
り
、

年
の
途
中
で
所
有
者
が
変
わ
っ
て
も
年
税

額
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
課
☎
２
９
９
８

-
９
０
６
８

指
定
難
病
に
係
る
医
療
給
付
・
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
給
付
の
申
請
受
付
窓
口

新
規
申
請
窓
口　

▼
狭
山
保
健
所
（
☎
２

９
５
４

-
６
２
１
２
／
稲
荷
山
公
園
駅

か
ら
徒
歩
７
分
）
▼
市
役
所
１
階
保
健

医
療
課

新
規
申
請
以
外　

狭
山
保
健
所

◎
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
申
請
受
け
付
け
は

平
成
27
年
３
月
31
日
で
終
了
し
ま
し
た
。

問
保
健
医
療
課
☎
２
９
９
８

-

９
３
８
５

被
爆
者
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
方
へ

入
院
見
舞
金
な
ど
を
支
給

対
市
内
在
住
の
被
爆
者
健
康
手
帳
所
持
者

入
院
見
舞
金　

３
万
円
（
年
度
１
回
）

◎
葬
儀
執
行
者
に
葬
祭
費
を
支
給
し
ま
す
。

申
問
福
祉
総
務
課

　

☎
２
９
９
８

-

９
１
１
３
へ
直
接

防
災
ガ
イ
ド・避
難
所
マ
ッ
プ
の
デ
イ
ジ
ー

版
（
デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書
）
を
配
布

対
視
覚
障
害
者
、
印
刷
物
を
読
む
こ
と
が

困
難
な
方

申
問
危
機
管
理
課

　

☎
２
９
９
８

-

９
３
９
９
へ
電
話

と
こ
ろ
っ
こ
子
育
て
ガ
イ
ド
を
配
布

子
育
て
の
悩
み
事
や
困
っ
た
と
き
の
相

談
窓
口
、
市
が
実
施
す
る
支
援
・
教
育
、

保
健
事
業
、
関
連
施
設
な
ど
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。
市
役
所
２
階
こ
ど
も
支
援
課
、

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
で
配
布
の
ほ
か
、

市
HP
（
「
子
育
て
ガ
イ
ド
」
で
検
索
）
で

も
入
手
で
き
ま
す
。

問
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８-

９
１
２
４

子
ど
も
ス
マ
イ
ル
ネ
ッ
ト

い
じ
め
や
体
罰
な
ど
18
歳
未
満
の
権
利

侵
害
に
関
わ
る
問
題
か
ら
子
育
て
の
悩
み

や
し
つ
け
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
電
話
番
号

　

☎
０
４
８

-

８
２
２

-

７
０
０
７

相
談
時
間　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
６
時

（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

問
県
・
こ
ど
も
安
全
課

　

☎
０
４
８

-

８
３
４

-

８
７
５
５

歯
科
診
療
所
あ
お
ぞ
ら　

在
宅
要
介
護
高
齢
者
歯
科
診
療

在
宅
の
寝
た
き
り
状
態
の
高
齢
者
に
対

し
て
、
歯
科
診
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

専
門
医
が
身
体
の
状
態
を
確
認
し
な
が

ら
、
安
心
し
て
歯
科
診
療
が
行
え
る
よ
う

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
受
診
す
る
に
は
、
事

前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

日
日
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
０
時
30
分

対
市
内
在
住
で
原
則
65
歳
以
上
の
寝
た
き

り
状
態
の
方

◎
診
療
日
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
休
日
緊
急
歯
科
診
療
（
16
頁
参
照
）
、

障
害
児
者
歯
科
診
療
も
行
っ
て
い
ま
す
。

申
問
歯
科
診
療
所
あ
お
ぞ
ら
☎
２
９
９
５

-

１
１
７
１
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
／
上

安
松
１
２
２
４

-
１
）
へ
電
話

『
在
宅
歯
科
医
療
推
進
窓
口
』
を
開
設

在
宅
歯
科
医
療
を
行
う
医
療
機
関
を
紹
介

相
談
日
時　

月
〜
金
曜

日
（
祝
休
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）
午
前

10
時
〜
午
後
３
時

相
談
窓
口
・
問
所
沢
市
地
区
在
宅
歯
科
医

療
推
進
窓
口
（
所
沢
市
歯
科
医
師
会
）

☎
０
８
０

-

７
７
５
９

-

８
０
２
０

カ
ラ
ス
に
注
意
！

３
月
〜
７
月
は
カ
ラ
ス

の
繁
殖
期
で
、
特
に
５
月

〜
７
月
は
卵
や
ヒ
ナ
を
守

ろ
う
と
す
る
本
能
か
ら
、

巣
な
ど
の
近
く
を
通
る
人

に
向
か
っ
て
、
大
声
で
鳴
い
た
り
、
頭
上

に
飛
来
し
て
足
で
蹴
っ
た
り
、
つ
つ
く
な

ど
の
攻
撃
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

対
処
方
法　

カ
ラ
ス
が
普
段
よ
り
騒
い
で

い
る
場
合
に
は
、
近
く
に
寄
ら
な
い
、

帽
子
、
傘
な
ど
で
身
を
守
る

問
生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８

-

９
３
７
０

公
共
下
水
道
処
理
区
域
拡
大
に
伴
う
縦
覧

５
月
21
日
㈭
か
ら
の
処
理
区
域
拡
大
に

伴
い
、
関
係
図
面
が
縦
覧
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間　

５
月
７
日
㈭
〜
20
日
㈬

場
問
上
下
水
道
部
庁
舎
２
階
下
水
道
維
持

課
☎
２
９
２
１

-

１
０
２
２

合
併
浄
化
槽
へ
の
転
換
に
補
助
金
を
支
給

専
用
住
宅
で
既
存
の
単
独
処
理
浄
化
槽

ま
た
は
く
み
取
り
便
槽
か
ら
転
換
し
て
、

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
に
工
事

費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▼
所
沢
市
生
活
排
水
処
理
基
本
計
画
図

に
示
し
た
浄
化
槽
整
備
区
域
内
の
方
▼
浄

化
槽
処
理
水
を
河
川
お
よ
び
県
道
・
市
道

の
側
溝
な
ら
び
に
水
路
な
ど
へ
放
流
可
能

な
区
域
の
方
、
ま
た
は
浄
化
槽
処
理
水
を

地
下
浸
透
す
る
場
合
、
埼
玉
県
と
事
前
協

議
を
行
っ
て
い
る
方

◎
住
居
の
新
築
ま
た
は
増
改
築
（
人
槽
変

更
を
必
要
と
す
る
場
合
）
に
伴
う
浄
化
槽

の
設
置
は
、
補
助
対
象
外
で
す
。

◆補助金額（変則浄化槽・高度処理型浄
化槽・高度処理型変則浄化槽を含む）
人槽算定基準
（延べ面積） 人槽区分

補助金額
（１基につき）

130㎡以下 ５人槽 332,000円
130㎡を超え
るもの ７人槽 414,000円

130㎡を超え
るもので２世
帯住宅など

10人槽 548,000円

◎処分費（上限60,000円）を補助金に
加算して支給します。

補
助
枠　

予
算
の
範
囲
内
で
３
基
程
度

◎
申
請
前
に
着
工
し
た
工
事
は
補
助
で
き

ま
せ
ん
。
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
、

少
な
い
場
合
は
期
間
後
も
受
け
付
け
ま
す
。

申
問
５
月
７
日
㈭
か
ら
15
日
㈮
ま
で
に
、

市
役
所
５
階
資
源
循
環
推
進
課
☎
２
９

９
８
‐
９
１
４
６
へ
直
接

６
月
１
日
か
ら
駐
車
監
視
員
の

活
動
区
域
を
変
更

変
更
後
の
活
動
区
域　

▼
東
所
沢
駅
周
辺

…
東
所
沢
１
・
２
・
３
・
５
丁
目
地
内
、

東
所
沢
駅
入
口
交
差
点
〜
フ
ァ
ル
マ
ン

通
り
交
差
点
▼
航
空
公
園
駅
周
辺
…
並

木
１
丁
目
地
内
、
航
空
公
園
駅
東
口
ロ

ー
タ
リ
ー
、
航
空
公
園
通
り

問
所
沢
警
察
署
☎
２
９
９
６

-

０
１
１
０

み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
を
作
り
ま
せ
ん
か

ア
サ
ガ
オ
の
種
（
５
、
０
０
０
袋
）
と

ゴ
ー
ヤ
の
種
（
３
、
０
０

０
袋
）
を
配
布
し
ま
す
。

配
布
日　

５
月
１
日
㈮
〜

配
布
場
所　

市
役
所
５
階

み
ど
り
自
然
課
、
ま
ち

づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
小

手
指
公
民
館
分
館
、
リ
サ
イ
ク
ル
ふ
れ

あ
い
館
、
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ

ー
ふ
ら
っ
と

◎
み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
を
行

い
ま
す
。
詳
細
は
、
広
報
と
こ
ろ
ざ
わ
８

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
み
ど
り
自
然
課
☎
２
９
９
８-

９
３
７
３

空
間
放
射
線
の
測
定
結
果

市
内
10
カ
所
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
平

常
時
の
放
射
線
量
の
限
度
（
自
然
放
射
線

な
ど
を
除
く
）
を
下
回
っ
て
い
ま
し
た
。

測
定
日　

４
月
９
日

測
定
結
果　

０
・
03
〜
０
・
06
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
／
時

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８

-

９
２
３
０

夜間納税・相談窓口
開
設
日

５月１日㈮・29日㈮、
６月１日㈪
午後５時15分～８時

　災害、けが、病気、
失業などで収入が著し
く減り、納期限までに
納められないときは、
お早めにご相談くださ
い。電話による納税相
談も受け付けます。

▼  納付書に記載された納付場所で、
納期限までに納めてください。

問市役所２階収税課
　☎２９９８‐９０７３

６月１日㈪は

の納期限です

◆固定資産税・都市計画税（第1期）
◆軽自動車税

５月９日㈯・23日㈯
午前８時30分～午後０時30分５月の休日開庁日

超親切な市役所へ！

休日開庁（毎月第２・第４土曜日の午前中）

取り扱い業務 開庁窓口
①転入・転出・転居な
どの異動届②印鑑登録
③住民票・印鑑登録証
明書・戸籍謄抄本証明
書などの交付④住民基
本台帳カードの申請・
交付⑤国民年金の手続
き

市役所１階市民課
①～④☎２９９８‐９０８７
⑤☎２９９８‐９０９５
（国民年金担当）

⑥国民健康保険の手続
き⑦後期高齢者医療制
度の手続き

同１階国民健康保険課
⑥☎２９９８‐９１３１
⑦☎２９９８‐９２１８
（後期高齢者医療制度担当）

⑧納税証明書、課税・
非課税証明書の交付

市民税課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０６４

⑨市税・国民健康保険
税の納付⑩納税相談

収税課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０７３

上記①～⑨の業務 まちづくりセンター
（並木を除く）

◎取り扱い業務の詳細は、事前にお問い合わせの上、
お越しください。

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ Eメール

情 報 館
【情報館】・特にことわりのないものは５月１日㈮から申し込みを受け付けます。・費用などの記載がないものは無料です。
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